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行
細
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の
一
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公
布
す
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。

平
成
十
七
年
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月
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日

青
森
県
知
事
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申

吾
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森
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規
則
第
十
六
号

青
森
県
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
薬
事
法
施
行
細
則
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三
十
六
年
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月
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森
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十
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一
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正
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る
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改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
そ
の
二
及
び
第
五
号
様
式
の
そ
の
二
中

｢
教
示

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年
法

を

律
第
160号

)
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

｢
教
示

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年
法

律
第
160号

)
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

に

て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に
異
議
申
立
て
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

第
六
号
様
式
中

｢

を

｣

｢
に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
七
号

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中

｢登
記
簿
の
謄
本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中

｢
(教
示
)
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査

を

法
(昭
和
37年
法
律
第
160号

)
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
｣

｢
(教
示
)
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審

査
法
(昭
和
37年
法
律
第
160号

)
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り

に

ま
す
｡
)
､
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
審
査
請
求
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
｡

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
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月
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で
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域

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で
連
絡
先

区
域
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青
森
県
告
示
第
百
九
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域

を
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
１

道
路
の
種
類

国
道

２

路
線
名

一
〇
一
号

３

道
路
の
区
域

二
１

道
路
の
種
類

県
道

２

路
線
名

浪
岡
藤
崎
線

３

道
路
の
区
域

青
森
県
告
示
第
二
百
号

昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

(

流
域
下
水
道
に
接
続
し
、
及
び
下

水
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
下
水
道)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月

二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

常
盤
村
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道｣

を
削
る
。

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
一
矢
産
業

二

代
表
者
の
氏
名

田
中

文
治

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
野
田
字
才
ノ
神
一
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
六
四
三
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

間

敷
地
の
幅
員

敷
地
の
延
長

備
考

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
大
釈
迦
字
沢
田

一
一
三
の
二
七
一
か
ら

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
大
釈
迦
字
山
田

一
九
九
の
四
ま
で

一
二
・
九
〇
メ
ー

ト
ル
か
ら

四
五
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ま
で

一
、
六
九
〇
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

区

間

敷
地
の
幅
員

敷
地
の
延
長

備
考

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
大
釈
迦
字
山
田

一
九
九
の
四
か
ら

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
女
鹿
沢
字
東
富

田
二
一
六
の
四
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
か
ら

六
二
・
五
〇
メ
ー

ト
ル
ま
で

七
、
二
一
〇
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

� �
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一

商
号
又
は
名
称

久
保
田
工
業

二

氏
名

久
保
田

輝
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
常
盤
村
大
字
榊
字
宮
本
二
一
の
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
一)

第
一
三
五
四
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ア
ー
ス
総
建

二

代
表
者
の
氏
名

雫
石

雅
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
内
舟
渡
六
〇
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
三
一
二
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
一
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認

さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

豊
川
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

豊
川

豊
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
切
田
字
向
切
田
七
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
四
一
八
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

奈
良
岡

修

一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
六
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
五
八
―
一
〇
三

三

戸

町

平
成
��･

��･

��

� �



� �

柳
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

斉

藤

剛

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
板

柳
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

斉

藤

剛

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

岩

渕

肇

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

成
田

康
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
瀬
良
沢
字
篠
田
五
四
の

一

平
成
��

･

�･

�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更
の

年

月

日

理

事

成
田

清
行

旧
住
所
北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
牡
丹
森
字
鴨
泊
一
八

六
新
住
所
〃

〃

〃

〃

一
八

五
の
二

平
成
��･
�･
�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

檜
山
佐
太
郎

上
北
郡
七
戸
町
字
倉
越
一
三
一
の
八

平
成
��･

�･

�

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
一
〇
―
一
〇
四

深

浦

町

平
成
��･

�･

��

〃

一
〇
―
一
〇
五

〃

〃

十
五
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

一
〇
―
一

〃

��･

�･

��

〃

一
〇
―
二

〃

〃

〃

一
〇
―
三

〃

〃

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
一
〇
―
一
〇
一

〃

〃

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


